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会 議 録   

１ 会議名 

令和５年度第１回清里区地域協議会 

２ 議題（公開・非公開の別） 

⑴  報告事項（公開） 

 ア 令和５年度清里区総合事務所の職員体制について 

 イ 令和５年度関連予算について 

⑵  協議事項（公開） 

ア 地域活性化の方向性について 

⑶ その他（公開） 

３ 開催日時 

令和５年４月２７日（木）午後４時００分から午後５時３０分まで 

４ 開催場所 

清里区総合事務所 ３階 第３会議室 

５ 傍聴人の数 

  ― 

６ 非公開の理由 

  ― 

７ 出席した者（傍聴人を除く。）の氏名（敬称略） 

  ・委 員：古澤文夫（会長）、山川正平（副会長）、笹川重作、佐々木勝峰、羽深正、

保坂幸男、堀川敏子、向橋マチ子、松永誠一 

  ・事務局：清里区総合事務所 佐藤所長、岩崎次長、横山市民生活・福祉グループ長

（併教育・文化グループ長）、近藤班長、田村主査 

８ 発言の内容（要旨） 

【岩崎次長】 

会議の開会を宣言 

桑原正史委員、竹田恵理子委員、横山芳一委員の欠席を報告 

上越市地域自治区の設置に関する条例第８条第２項の規定により、委員の半数以上の 

出席を確認、会議の成立を報告する。 

【古澤会長】 

  挨拶 
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【佐藤所長】 

  挨拶 

【古澤会長】 

会議録の確認を堀川敏子委員にお願いする。 

次第４「報告事項」に入る。 

「令和５年度清里区総合事務所の職員体制について」、事務局から説明を求める。 

【佐藤所長】 

資料１により説明 

転入職員自己紹介（岩崎次長、横山グループ長、近藤班長、高橋班長、大島班長） 

【古澤会長】 

次に、「令和５年度関連予算について」、事務局から説明を求める。 

【岩崎次長】 

  資料２により説明 

【古澤会長】 

  ただ今の説明について、皆さんから質問等はあるか。 

【堀川委員】 

  八角堂が解体されるにあたり、前回の地域協議会でも質問したが、「八角堂の跡」が

わかるものは残せないか。 

【佐藤所長】 

  今のところ考えていない。解体の後は芝生を張り市民が利用できるようにする。「八

角堂の跡」を残すことが地域協議会の意見としてまとまれば、板倉区と協議する。 

【堀川委員】 

  地域協議会として意見をまとめることが必要ということか。 

【佐藤所長】 

  一人、二人の意見では協議することができない。坊ヶ池周辺の活性化のために必要で

あるとなれば、地域協議会から提案いただき、協議していく。 

【向橋委員】 

  ビュー京ヶ岳が、土日しか開いていないので、平日に来られた人の休憩場所が必要と

思うが、八角堂を解体せず修繕して、憩いの場として残してもらいたい。委員の皆さん

から八角堂存続に賛成してもらいたい。 

【山川副会長】 
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  解体するより修繕する方が倍の予算が必要と説明があり、解体で予算を組み込んでも

らい、みんな賛成したはず。修繕で復活することは無理である。 

【佐藤所長】 

  先日の町内会長連絡協議会臨時会でも同じ説明をしたが、意見はなかった。 

【古澤会長】 

  坊ヶ池周辺の活性化を含めて、今後の課題として考えていく。 

【向橋委員】 

  佐々木委員が、坊ヶ池周辺の整備等に取り組まれているので意見を聞きたい。 

【佐々木委員】 

  坊ヶ池に関しては清里の観光地という部分で、今後の整備の中でベンチを作ってもら

ったりすることはあると思うが、豪雪地帯なので、建物を建てることは無理である。 

  今後は、散策する道の整備や野鳥や草花の観察の際の休憩所の整備などが先決である。 

【古澤会長】 

  解体することは決定事項なので、今後の課題として検討していくことでよいか。 

(委員了承) 

【古澤会長】 

次に、次第５「協議事項」地域活性化の方向性について、事務局に説明を求める。 

【佐藤所長】 

参考資料により説明 

【古澤会長】 

  皆様からは、「地域活性化の方向性」の作成に向け、今年の２月から関係団体との意見

交換を行っていただいた。 

   本日は皆様から意見交換の結果について、関係団体の清里区に対する思いや考え方と、

それを聞いた感想などを交え、意見交換を行う。 

配布した関係団体との意見交換の記録を参考に委員一人ずつ意見発表をお願いし、複

数の関係団体と意見交換された委員におかれては、それぞれの団体について発表をお願

いする。 

【堀川委員】 

  むつみ会では、保護者の皆さんの意見が聞けた。「スポーツ公園のトイレに虫やカエ

ルが入ってきて使いにくい。」「通学に路線バスを使いたいが、料金が高く運行時間も

合わないので使用していない。」などの意見があった。 
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【保坂委員】 

  グリーンファーム清里との意見交換には、若手男性と女性の方が参加。「今後は、子

どもたちの遊び場や体験型農園の整備を行いたい。」「高齢者が気軽に立ち寄れる場所

があればよい。」「空き家を活用したアパートや簡易型宿泊施設の整備。」「公園のト

イレの整備。」「移動販売が使いづらい。」「高校通学のためのバスの便が悪い。」な

どの意見があった。 

【山川委員】 

グリーンファーム清里では他に、「特産品を作って販売できる場所を。」「カフェを

やりたい。」などの意見があった。 

【笹川委員】 

グリーンファーム清里では他に、「特に冬は通勤が大変なので清里区内の空き家をア

パートにしてそこから職場へ通いたい。」などの意見があった。 

【松永委員】 

清里小学校ＰＴＡ役員では、「学校以外の場所での安全確保、公園のトイレが汚くて

使用したくない。」などの意見があった。 

【堀川委員】 

清里小学校ＰＴＡ役員では他に、「人気のないところを歩いて登校している子どもが

いることがわかり、防犯上の対策が必要だと思った。」などの意見があった。 

書道教室では、「子どもと大人が一緒に学べる。」「清里区内に塾がなく、送迎が大

変。」「ボランティアで教えてくれるところがあればありがたい。」などの意見があっ

た。 

【佐々木委員】 

ぬくもりサロンでは、「交通手段をどうすればいいか。」「お茶のみ友達いなくなっ

た。」「サロンにもっと気軽に参加できるようになれば。」などの意見があった。 

【向橋委員】 

ぬくもりサロンでは他に、「移動販売で、肉や魚がなくてさみしい。」などの意見が

あった。 

【堀川委員】 

清里区総合事務所では、「地域との人間関係づくりが大事。」「清里の皆さんは温厚

で行政についても協力的。」「いろいろ話をしていくと本音が見える。」などの意見が

あった。 
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梨平お楽しみ会では、「昔は、ボランティアで地域のお年寄りのお手伝いをしていた。」

「地域で助け合っていければいいなと思う。」などの意見があった。 

【羽深委員】 

認定農業者連絡協議会では、指名して、意見を述べてもらった。詳細は、資料のとお

り。 

【保坂委員】 

認定農業者連絡協議会では、「清里区内の観光地が坊ヶ池しかない。」「荒牧から三

原田組までの県道沿いに荒れ地がある。」「坊ヶ池へ行く入口になるので何とか整備で

きないか。」などの意見があった。 

【松永委員】 

  清里区町内会では、「住んでいる住民の減少、高齢化を防ぐ手立てがない。」「これ

によるマイナスの影響が大きい。」「水路、農地、道路の江さらい、草刈り作業を定期

的に行っているが、人手不足。」「作業ボランティアは利用していない。」「雪下ろし、

雪ほりも住民だけでは対応しきれない。」「空き家の対応も苦労している。」などの意

見があった。 

【向橋委員】 

清里区町内会との意見交換では他に、「サロンは高齢者がいきいき暮らしていくため

に大切な活動だと思った。」などの意見があった。 

【古澤会長】 

意見交換に移るが、皆様からの発表を基に、清里区の個性や特性を活かすことができ

る取組や、地域の課題解消に向けた取組などについて、意見交換を行っていただき、清

里区における「地域活性化の方向性」の素案の作成をお願いする。 

【佐藤所長】 

今、発表してもらった意見の中で、これはと思う活動とか取組のキーワードみたいな

ものを各委員から用紙に記入して事務局へ提出してもらい、それをまとめたものをもと

に話を進めていくのはいかがか。 

【古澤会長】 

これから、皆さんから意見交換をしていただいて用紙にキーワードなどを記入してい

ただき、「地域活性化の方向性」の素案を作っていくこととしたい。 

【田村主査】 

  みなさんから発表してもらった意見の中から、たとえば、暗い道の通学路であれば、
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防犯対策、通学が不便であれば、公共交通、公園のトイレであれば、スポーツの振興の

ためというように、具体的なものでなくていいので構成要素をあげてもらいたい。 

【古澤会長】 

  意見を網羅するようなキーワードを用紙に記入願いたい。 

【松永委員】 

  内容が多岐にわたっているので、把握しきれていない。それぞれのジャンルに分けて

整理してから話を進めた方がよい。 

【山川副会長】 

  キーワードを皆さんから記入してもらってから検討してはどうか。 

【堀川委員】 

  それであれば、いつまでに提出するか決めてもらえれば。 

【田村主査】 

  ５月１５日までに事務局へ提出願いたい。 

【堀川委員】 

  用紙には、一つのことしか記入できないのか。 

【佐藤所長】 

いろんなキーワードを記入してもらってよい。記入の仕方で迷われた場合は、事務局

へ相談いただきたい。 

【古澤会長】 

 それでは、５月１５日までに記入用紙を提出してもらい、次回の地域協議会で絞り込

んでいくことでよいか。 

(委員了承)               

【古澤会長】 

次に、次第６「その他」、第２回地域協議会については５月２５日（木）午後３時か

ら清里区総合事務所３階第３会議室で開催したいと思うがよろしいか。 

（委員了承） 

 次に、令和５年度４区地域協議会委員合同研修会について、開催地である板倉区総合

事務所から連絡があり、６月１２日（月）午後３時から、会場は、ゑしんの里記念館。

研修会の内容など、詳細が決まったら事務局から連絡させていただく。取り急ぎ日程の

確保をお願いする。 

その他、事務局から何かあるか。 
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【岩崎次長】 

  配布物の説明 

【古澤会長】 

  その他、何かあるか。 

  ないようなので、以上をもって第１回清里区地域協議会を終了する。 

最後に山川副会長から、閉会の挨拶をお願する。 

【山川副会長】 

  閉会の挨拶 

９ 問合せ先 

清里区総合事務所 総務・地域振興グループ 

℡025-528-3111(内線225) 

E-mail：kiyosato-ku@city.joetsu.lg.jp 

１０ その他 

  別添の会議資料も併せてご覧ください。 
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